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新 婦 人 
し ん ぶ ん 

平和をなによりも大切に、暮らしや女性の権利などの願いで行動し、たくさんの
「あたりまえ」をつくってきた新婦人が女性たちと力を合わせ、希望をひらくた
め、平和を望む仲間を増やして、さらに大きな輪になるようみなさんでがんばりま
しょう‼                        
 

11・19 ビッグデーを跳躍台に、年内かならず前進へ みんなで会員を増やしまし

ょう‼ 

 

新婦人しんぶん年末・新年合併号 12 月 23 日仕分け 
新年最初の新聞は 1 月 14 日仕分けします。 

全国連帯仲間づくり期間 
11 月 19 日から 11 月 25 日 

宮前班 11 月班会 

11/9 子規博＆ランチ会 

子規博で今年 7 月にリニューアル

した常設展と、特別展をそれぞれ

解説付きで堪能しました。 

ランチは、道後公園近くに２年前

にオープンしたカジュアルフレン

チレストランにて。プチセレブな

ひとときでした。 復元された愚陀仏庵にて 

11/14補聴器公的補助を求める要望書を市長宛に提出しました。 

11/19長寿福祉課課長と懇談する予定です。 

11/11 マイナ保険証の強制となる「保険証の廃止」を求める「私は

言いたい」カードを集め、国会議員の永江孝子さん、塩崎彰久さ

ん、石井智恵さんに送りました。 

永江さんからは「私も反対しております」とお返事を頂きました 

四つ葉班 

韓国語小組をつくって 

仲間が 1 人増えたよ！ 

ふじ班 

絵手紙小組で体験し 

仲間が 1 人ふえたよ！ 

からたち班 

チラシをみて、ストレッチ

体験に。次回、なかまがふ

えるといいなぁ 

椿班 

小組交流会でモルックを体験

された会員さんが、モルック

をスタート‼素晴らしい‼ 

消費税怒りの行動 
日時：12月 24日（火）12：00～ 

場所：大街道千舟町たぬき前 

 

1988 年（昭和 63）12 月 24 日「消費税関連法案」が国会での強行採決に

より成立し、翌年 4月 1日から消費税が課せられるようになりました。物

価高と家計のやりくりに苦しむ今日の状況と考え合わせ、この日を忘れ

ないため、みなさん集まって声をあげましょう‼ 

年末のお忙しい時期になりますが、今から予定しておいてくださいね。 

 

からたち班ストレッ

チ小組 

いつものメンバー8

人で、モデルになっ

た気分で 

みんなで歩いたり、

腕、足を痛気持ちい

いところまで伸ばし

スッキリ‼ 

教育会館に駐車される方にお願い 

車を駐車される際は、契約者駐車場に

は絶対に止めないでください。 

車のフロントガラスに行き先がわかる

ように、（入口カウンターに新婦人と印

刷された紙があります）提示してくださ

い。         また、休日などに許可な

く私用で駐車されることのないようにお

願いします。 

この↑バッグをわくわく小組交流会の日に忘

れられた方、事務所で保管していますので、

お心当たりのある方は、事務所までご連絡く

ださい 


